
業 務 仕 様 書  

1  業務名称  

    令和７年度における大阪急性期・総合医療センターの全身麻酔装置保守点検業務 

  

2  履行場所     

大阪市住吉区万代東三丁目１番 56 号  

    大阪急性期・総合医療センター 手術室内  

     

3  履行期間  

    令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで  

※但し ANE001616，ANE001615，MSE002776，MSE002775 は令和 8 年 1 月 1 日

から令和 8 年 3 月 31 日までとする。 

  

4 対象機種  

(1)GE ヘルスケア製 全身麻酔装置 17 台 ・ガス測定器 7 台 

① 全身麻酔装置（エイシス ） 10 台 

KL9481,  KL9215,  KL9207,  KL9203,  KL9202,   

KL9201,  KL9200,  KL9199,  KL9198,  KL9197 

② 全身麻酔装置（エイシス CS2） 7 台 

ANE001616，ANE001615，ANE001035，ANE001034， 

KN0293,  KN0292,  KL0156 

③ コンパクトエアウェイモジュール（E-sCAIOE） 7 台 

MSE002776，MSE002775，MSE001802，MSE001801， 

FW1884, FW1883, FW0452  

 

5   実施内容  

(1) 定期保守点検  



受託者は、履行期間中に 1 回 保守点検を行う。 

※ ANE001616，ANE001615，MSE002776，MSE002775 を除く 

実施日は大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）と協議の上決

定する。 

   作業時間 月～土曜日 9：00～22：00 

 

(2) 緊急点検修理  

受託者は、センターより要請が有れば、技術員を派遣し修理対応する。 

修理に係る金額は、契約代金に含まれる。 

電話対応及び修理対応は、24 時間 365 日  

  

(3) 交換部品  

消耗品（麻酔回路・炭酸ガス吸着剤等）以外の交換部品は、すべて無償とする。 

  

6 報告業務 

受託者は、定期保守点検及び緊急点検修理を実施した時は、完了後速やかにセンタ

ーに対し報告書を提出し、センターの検査を受ける。  

  

７  作業環境の保持  

作業に必要な電源等はセンターの負担とする。  

 

 8 その他  

(1)受託者の技術者以外による改造、または修理器に起因する損傷の修復は本契約の対象

外とする。  

(2)天災等の不可抗力に起因する損傷の本契約の対象外とする。  

(3)対象機器の取扱説明書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方



法に起因した不具合が生じた場合は、本契約の対象外とする。 

(4)各機器のリモートメンテナンスは禁止とする。ただし、センターの情報企画室と協議し、

許可を得た場合はこの限りではない。 

(5)その他、有償対応が必要な事案など業務仕様書にない事項に関しては、別途協議するも

のとする 

 


